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平成２７年 第１２回神埼市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時 平成２７年１２月１日（火）      ９時３０分 開会 

２．開催場所 神埼市役所 ３－３会議室 

３．出欠者の状況 

出席委員 ３３名   欠席委員 ３名    傍聴者 ０名 

 

番号 役 職 氏  名 出欠 番号 役 職 氏  名 出欠 

１ 会 長 田中 久男 出 ２０ 委 員 馬場 英征 出 

２ 副会長 森  義博 出 ２１ 委 員 服巻 玉美 出 

３ 委 員 川浪 恒男 出 ２２ 委 員 栁川 芳和 出 

４ 委 員 八谷  実 出 ２３ 委 員 荒木 初男 出 

５ 委 員 中島 和則 出 ２４ 委 員 大澤 一士 出 

６ 委 員 鳥谷 隆則 出 ２５ 委 員 納富 照海 出 

７  欠  員  ２６ 委 員 副島 良治 出 

８ 委 員 森田 昭己 出 ２７ 委 員 本村 宣行 出 

９ 委 員 宮島 岩夫 欠 ２８ 委 員 貞包 和則 出 

１０ 委 員 廣瀧 恒明 出 ２９ 委 員 鐘ヶ江政明 出 

１１ 委 員 志岐 善隆 欠 ３０ 委 員 中原 義高 出 

１２ 委 員 佐藤 芳春 出 ３１ 委 員 宮地 恆代 出 

１３ 委 員 早田 勝彦 出 ３２ 委 員 貞島 正則 出 

１４ 委 員 片江  護 出 ３３ 委 員 舩津 義隆 出 

１５ 委 員 北御門 勇 出 ３４ 委 員 髙尾 謙一 出 

１６ 委 員 江口 佳昭 出 ３５ 委 員 西村 千秋 出 

１７ 委 員 野口 富三 欠 ３６ 委 員 井田 克己 出 

１８ 委 員 島  榮治 出 ３７ 副会長 倉谷 勝英 出 

１９ 委 員 酒見 貞之 出  

 

４．議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

３２番 貞島 正則 委員    ３３番 舩津 義隆 委員 

 

日程第２ 会議書記の指名 

事務局長 大隈 豊文     係長 山口 秀利 
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日程第３ 付議事件 

  議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について       ２件 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について       ２件 

議案第３号 あっせん委員の指名について              １件 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定関係）について   １３１件 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について  ９件 

報告第２号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の 

規定による農用地利用配分計画の認可に関する報告（農 

用地利用配分計画関係）について            １件 

 

５．説明のため出席した職員 

農業委員会事務局職員 

事務局長      大隈 豊文 

農政農地係長    山口 秀利 

農政農地係主査   有馬 靖子 

農政水産課職員 

農政企画係長    平  義孝 

農政企画係主事   別府 卓馬 

 

６．会議の概要 

 

事務局長 

改めまして、おはようございます。 

本日は、寒い中、またお忙しい中、総会に出席していただきありがとうございます。 

それでは、座って議事を進めさせて頂きます。 

 

事務局長 

それでは、平成２７年第１２回神埼市農業委員会総会の開催にあたりまして、会長の

挨拶をお願いいたします。 

 

会 長 

 みなさん、おはようございます。 

  開会に当たり一言挨拶いたします。 
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  早いもので、私たち農業委員になりまして、３回目の師走を迎えることになりました、

この委員会が終わりますと委員会も残すところ、１月、２月、３月の３回ということに

なります。 

１１月定例総会後、農業委員としての最後の旅行に行ってきました、参加者は２０名

という事でありましたが、楽しい旅行ができたかと思います。 

参加されました委員のみなさん大変ご苦労様でした、参加できなかった委員さんから

勝手に雑餉を頂いています、大変有り難うございます。 

さて、農業委員会の制度改革についてでございますけれども、神埼・吉野ケ里・鹿島、

の事務局長段階でお互いの調整会議を数回重ねられ、１２月定例市議会へ提案素案を策

定し、事務局が策定した素案を基に、私と森副会長さん、倉谷副会長さんの３人による

検討を２回程度重ね、その後、松本市長・田中副市長への要望等を行って参りました、 

既に、今市議会に提案されている通りでありますが、この議案が議決されれば、農業

委員の定数、推進委員の定数がきまりまして、公募や、推薦に移って行くことになるか

と思います。 

次期農業委員さんにスムーズに引き継いで行く為に今後ともご協力をお願いしたいと

お思います。 

 以上、簡単でございますけれども１２月定例会の挨拶にかえさせて頂きたいと思いま

す。 

 それでは、只今から、平成２７年第１２回神埼市農業委員会総会を開会いたします。 

 

事務局長 

本日の出席委員は３３名でございます。 

  欠席届の方が ９番宮島委員、１１番志岐委員、１７番野口委員様より出されており

ます。 

現在、定足数に達しておりますので、総会は成立を致しております。 

  それでは、神埼市農業委員会会議規則第６条「会長は、総会の議長となり、議事を整

理する。」とありますので、これからの議事の進行は会長にお願いをいたします。 

 

（会長これより議長となる。） 

 

議 長 

日程第１ 議事録署名委員の指名をいたします。 

神埼市農業委員会会議規則第２１条第３項の規定に基づき、本総会の議事録署名委員

は、３２番貞島正則委員さんと３３番舩津義隆委員さんの２名をご指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 



 

 5 

議 長 

  日程第２ 会議書記の指名 

  本日の会議の書記を、事務局の大隈局長、山口係長をご指名いたします。 

 

議 長 

日程第３ 付議事件 

  議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について       ２件 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について       ２件 

議案第３号 あっせん委員の指名について              １件 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画（利用権設定関係）について   １３１件 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について  ９件 

報告第２号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の 

規定による農用地利用配分計画の認可に関する報告（農 

用地利用配分計画関係）について            １件 

 

以上でございます。 

 

（申請者入室） 

 

議 長 

それでは、議案書の１ページをお開き頂きたいと思います。 

議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請について を議題といたします。 

 

議 長 

  それでは、受付番号１番について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

【議案第１号、受付番号１番を議案書を基に朗読後、説明】 

 

◎議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について説明します。 

○受付番号１番 申請地の所在：千代田町○○の他１筆 合計で畑２筆の２００㎡。 

申請理由は「申請地に隣接した宅地でデイサービス施設を運営していますが、駐車場

が狭く周辺の余地を利用して駐車している状況なので、申請地に新たに駐車場を設置す

る計画に至りました。」ということです。 
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申請人は、譲り渡し人：神埼市千代田町○○ 

 譲り受け人：福岡県大川市○○ 

施設の用途は、駐車場、通路その他で２００㎡です。 

総事業費は整地費で総額○○千円で、資金は全額自己資金です。 

転用着工は平成２８年１月１０日、工事完了は平成２８年１月３１日の予定です。 

権利の内容は所有権の移転で、農振除外の決定は平成２３年１２月１９日。農地区分

は第２種農地で、許可基準は「周辺の他の土地に立地する事が困難な場合」です。位置

図などの資料を４ページから６ページに添付しています。 

資力及び信用ついては、総事業費は５００万円未満の事業で、土地利用計画図などか

ら見て、計画面積の妥当性と併せて特に問題はないと思われます。 

転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意や 農地以外の土地の利用見込みについ

ては該当なし。申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性や 行政庁の免許、許可、

認可などの処分の見込みについては関係書類が提出されています。 

周辺の農地などに係る営農条件への支障の有無については、雨水は自然流下で周辺の

水路へ排水する計画で、また、汚水などは無く、区長さん、生産組合長さんより無条件

の排水同意書も提出されていて特に問題はないと思われます。 

法令などにより義務付けられている行政庁との協議については、佐賀東部土地改良区

より「受益地除外地の証明」、神埼市土地改良区より「事業施工地区外であり支障無し」、

埋蔵文化財については、神埼市教育委員会より「当該地は周知の埋蔵文化財包蔵地の範

囲に含まれておりませんので、文化財保護法に基づく届出等の手続きは不要な地区で

す。」との回答書の写しが提出されています。 

説明は以上です。 

 

議 長 

はい、ありがとうございました。議案第１号、受付番号１番について、地区担当委員

さんのご意見をお伺いいたします。 

○○番 ○○委員さん、よろしくお願いいたします。 

 

 ○○番 ○○委員 

【地区担当委員から意見並びに現地確認の結果報告】 

 

○○番の○○です。 

第１号議案の受付番号１番の申請は、私の担当地区です。 

申請内容については、ただいま事務局の説明どおりです。 

私も現地を確認し、区長さん、生産組合長さんにお会いして話を伺いましたが、今回
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の転用によって周辺の農地の営農に支障を及ぼすことがないよう十分に考慮して計画さ

れているということで、無条件の同意書も提出されています。 

私も、特に支障はないと考えていますが、ご審議をよろしくお願いいたします。 

 

議 長 

はい、ありがとうございました。只今、地区担当委員さんの説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。受付番号１番について、何かご質疑ございませんでしょう

か。 

 

議 長 

ございませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長 

質疑もありませんので、申請者の方は退室をお願いいたします。 

ご苦労さんでございました。 

（申請者退室） 

 

議 長 

議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請、受付番号１番について、許可する

ことに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

（全員挙手） 

 

議 長 

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

よって本案は許可相当とし、県へ進達することに決定いたします。 

 

（申請者入室） 

議 長 

次に、受付番号２番を議題といたします。事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

【議案第１号、受付番号２番を議案書を基に朗読後、説明】 

 

○受付番号２番 申請地所在：千代田町○○ 田の７６㎡。 



 

 8 

申請理由は「宅地に隣接する申請地を譲り受けて駐車場を拡充するなど活用したい。」

ということです。  

申請人は、譲り渡し人：神埼市千代田町○○ 

譲り受け人：神埼市千代田町○○ 

施設の用途は、駐車場、通路、その他で７６㎡です。 総事業費は、土地代、整地費で

○○千円で資金は全額自己資金です。 

転用着工は平成２８年１月２０日、工事完了は平成２８年１月３１日の予定です。 

権利の内容は所有権の移転で、農振除外の決定は平成２３年１２月１９日。農地区分

は第１種農地で、許可基準は「住宅その他申請に係る土地の周辺の地域において居住す

る者の日常生活上又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの。」です。位置

図などの資料を７ページから９ページに添付しています。 

資力及び信用ついては、総事業費は５００万円未満の事業で、土地利用計画図などか

ら見て、計画面積の妥当性と併せて特に問題はないと思われます。 

転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意や 農地以外の土地の利用見込み及び 行

政庁の免許、許可、認可などの処分の見込みについては該当なし。また、申請に係る用

途に遅滞なく供することの確実性については確約書が提出されています。 

周辺の農地などに係る営農条件への支障の有無については、雨水は自然流下で隣接の

水路へ排水する計画で、また、汚水などは無く、区長さん、生産組合長さんより無条件

の排水同意書も提出されていて特に問題はないと思われます。 

法令により義務付けられている行政庁との協議については、佐賀東部土地改良区より

「協議が整いさしつかえない。」、神埼市土地改良区より「事業施工地区外であり支障無

し」、埋蔵文化財については、神埼市教育委員会より「当該地は周知の埋蔵文化財包蔵地

の範囲に含まれておりませんので、文化財保護法に基づく届出等の手続きは不要な地区

です。」との回答書の写しが提出されています。 

説明は以上です。 

 

 議 長 

はいありがとうございました。議案第１号、受付番号２番について、地区担当の意見

でありますが、土地の所在が千代田町○○でございますので、私○○番の○○委員が意

見を述べさせていただきます。 

 

○○番 ○○委員 

【地区担当委員から意見並びに現地確認の結果報告】 

 

申請内容については、ただいま事務局の説明どおりです。 
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私も現地を確認し、区長さん、生産組合長さんにお会いして話を伺いましたが、今回

の転用によって周辺の農地の営農に支障を及ぼすことがないよう十分に考慮して計画さ

れているということで、無条件の同意書も提出されています。 

私も、特に支障はないと考えていますが、ご審議のほどをよろしくお願いします。 

 

議 長 

只今、地区担当委員としての意見を述べさせていただきました。 

 

議 長 

これより審議に入ります。受付番号２番について、何かご質疑ございませんでしょう

か。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長 

ありませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長 

質疑もありませんので、申請者の方は退室をお願いします。 

  ご苦労さんでございました。 

 

（申請者退室） 

 

議 長 

議案第１号、農地法第５条の規定による許可申請、受付番号２番について、許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

議 長 

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

よって本案は許可相当とし、県へ進達することに決定いたします。 

 

（申請者入室） 

 

 



 

 10 

議 長 

次に、議案書の２ページをお開き頂きたいと思います。 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号１番について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

【議案第２号、受付番号１番を議案書を基に朗読後、説明】 

 

◎議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請を説明します。 

  

受付番号１番 申請地所在 神埼町○○ 田 ３，５９６．０９㎡   

申請理由 「経営規模の拡大の為取得したいので申請します。」ということです。 

譲り渡し人、譲り受け人は、記載のとおりで、所有権移転です。 

売買価格は 10a 当たり７０万円で取引されているとのことです。 

許可基準である農地法第３条第２項の第１号ですが、権利を取得しようとする世帯等

は、休耕地もなく農地の全てを効率的に耕作しており、今後も引き続き耕作されると思

われます。譲り受け人が構成員である農業生産法人への貸付地がありますが当該法人が

当該農地の全てを効率的に利用して耕作の事業をしており、今後も引き続き耕作される

と思われます。又、農業生産法人に使用及び収益を目的とする権利が設定されている農

地等について、当該法人の構成員にその所有権を移転しようとする場合にあっては、当

該法人が引き続き当該農地等の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められる

ときに限り当該構成員が自らの耕作の事業に供することが可能となる時期に関わらず、

所有権の取得を認める事ができる。となっております。 

第４号ですが、１５０日以上、農作業に従事する見込みがあり基準を上回ると思われ

ます。 

第５号ですが、法人構成員が現に保有している農地を当該法人に貸し付けている農地

と新たに取得して法人に貸し付ける農地の面積も耕作の事業に供すべき農地として判断

する為、権利取得後の経営面積が 50a 以上で基準を上回ります。 

第７号ですが、権利取得者が、地元との役割分担に従うということを言われ、地元生

産組合長の同意書も添付され、周辺農地に支障を及ぼす恐れがないと思われます。 

以上、所有権移転の要件を満たしていると思われます。 

  以上です。 

 

議 長 

はい、ありがとうございました。ただいま、事務局の説明が終わりました。 
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これより質疑に入ります。受付番号１番について、何かご質疑ございませんでしょう

か。 

 

議 長 

ありませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長 

質疑もありませんので採決をいたします。 

議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請、受付番号１番について、許可する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

議 長 

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

よって本案は、許可することに決定いたします。 

 

議 長 

次に、受付番号２番を議題といたします。 

それでは、受付番号２番について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

【議案第２号、受付番号２番を議案書を基に朗読後、説明】 

 

受付番号２番 申請地所在 神埼町○○ 田 ６，０４３㎡   

申請理由 「経営規模の拡大の為取得したいので申請します。」ということです。 

譲り渡し人、譲り受け人は、記載のとおりで、所有権移転です。 

売買価格は 10a 当たり７０万円で取引されているとのことです。 

譲り渡し人、譲り受け人は、記載のとおりで、所有権移転です。 

許可基準である農地法第３条第２項の第１号ですが、権利を取得しようとする世帯等

は、休耕地もなく農地の全てを効率的に耕作しており、今後も引き続き耕作されると思

われます。譲り受け人が構成員である農業生産法人への貸付地がありますが当該法人が

当該農地の全てを効率的に利用して耕作の事業をしており、今後も引き続き耕作される

と思われます。又、農業生産法人に使用及び収益を目的とする権利が設定されている農

地等について、当該法人の構成員にその所有権を移転しようとする場合にあっては、当
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該法人が引き続き当該農地等の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められる

ときに限り当該構成員が自らの耕作の事業に供することが可能となる時期に関わらず、

所有権の取得を認める事ができる。となっております。 

第４号ですが、１５０日以上、農作業に従事する見込みがあり基準を上回ると思われ

ます。 

第５号ですが、法人構成員が現に保有している農地を当該法人に貸し付けている農地

と新たに取得して法人に貸し付ける農地の面積も耕作の事業に供すべき農地として判断

する為、権利取得後の経営面積が 50a 以上で基準を上回ります。 

第７号ですが、権利取得者が、地元との役割分担に従うということを言われ、地元生

産組合長の同意書も添付され、周辺農地に支障を及ぼす恐れがないと思われます。 

以上、所有権移転の要件を満たしていると思われます。 

 以上です。 

 

議 長   

はい、ありがとうございました。ただいま事務局の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。受付番号２番について何かご質疑はございませんでしょう 

か。 

（質疑・応答） 

 

議 長   

ありませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長   

他に質疑もありませんので採決をいたします。 

  議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請、受付番号２番について、原案のと

おり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

議 長   

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

  よって本案は、原案のとおり決定されました。 

 

議 長 

次に、３ページをお開き頂きたいと思います。 
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議案第３号、あっせん委員の指名についてを議題といたします。 

 受付番号１番について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

事務局 

【議案第３号、受付番号１番を議案書を基に朗読後、説明】 

 

◎議案第３号 あっせん委員の指名について説明します。 

  これは農用地等売渡希望申出書の提出があったため、あっせん委員の指名を行うもの

です。 

受付番号１番 売渡希望地所在 神埼町○○  田６，７１２㎡ 

申し出理由は「財産処分の為。」ということです。 

申し出者、売渡し希望価格については、記載のとおりです。 

位置図は、Ｐ１０につけています。 

以上です。 

 

議 長 

はい、ありがとうございました。事務局の説明が終わりました。 

あっせん売渡しの申し出に係るあっせん委員の指名について、あっせん委員を２名指

名いたします。 

土地の所在は、神埼町○○でございますので、○○番の○○委員さんと○○番の○○

委員さんの二人をご指名いたしたいと思います。 

ご異議ございませんでしょうか。 

（異議なしの声あり） 

 

議 長 

異議なしということで、二人をご指名いたします。 

宜しくお願いいたします。 

 

（農政水産課入室） 

 

議 長 

次に、別冊の議案第４号、農業経営基盤強化促進法、第１８条第１項の規定による農

用地利用集積計画（利用権設定関係）についてを議題といたします。 
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議 長 

それでは、提案者である農政水産課から１ページの総括表の説明をお願いいたします。 

 

農政水産課  

【議案第４号、議案書の総括表を基に朗読後、説明】 

 

（起立）農政水産課の別府と申します、よろしくお願いいたします。 

着席して説明させていただきます。（着席） 

議案第 4 号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計

画 利用権設定関係について説明いたします。 

この計画は、農業経営基盤強化促進法第１７条に基づき、農業経営基盤強化促進事業

を実施する場合、同法１８条に、市町村は利用集積計画を作成し、農業委員会の決定を

経て定めなければならない、とされておりますので、農業委員会の議決を求めるもので

あります。 

ではまず、利用権設定関係総括表により説明しますので議案書の１ページ目をお開き

ください。 

利用権設定関係総括表  利用権設定関係 

神埼町    新規 １７件    再設定 １４件  計 ３１件 

内訳は田      ７１筆     １５４，２０５㎡ 

     畑       ７筆     ９，４６４.２４㎡ 

     計      ７８筆   １６３，６６９.２４㎡ 

千代田町   新規 ６０件   再設定 ４０件  計 １００件 

内訳は田     ２９６筆   ８１１，０２０.９０㎡ 

     畑       ４筆          ９３１㎡ 

     計     ３００筆   ８１１，９５１.８５㎡ 

神埼市 合計  １３１件 

内訳は田    ３６７筆      ９６５，２２５.９０㎡ 

   畑        ７筆       １０，３９５.１９㎡ 

   計      ３７４筆      ９７５，６２１.０９㎡ 

となっております。 

 

なお、説明しましたすべての案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に規定

された各要件を満たしていると考えます。 

 総括表による説明は以上です。 
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議 長 

はい、ありがとうございました。総括表の説明が終わりました。次に集計表について

審議をいたしますが、議事参与の制限を受ける案件を先に審議いたします。 

２ページをお開き頂きたいと思います。 

神埼町の再設定分の２ページの受付番号６番を審議いたしますが、○○番○○委員さ

んが議事参与の制限を受けられますので、退室をお願いいたします。 

 

（○○番○○委員退室） 

 

議 長 

それでは、神埼町再設定分の受付番号６番を、提案者である農政水産課から説明をお

願いいたします。 

 

農政水産課  

【議案第４号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

 

議案書の２ページの 神埼町 新規 ６番の申し出について説明します。 

左から土地の所在、地目、筆数、設定面積、利用権設定を受ける者の住所・氏名・現

在の経営面積、利用権設定をする者の住所・氏名、設定の利用目的、設定期間となって

おります。 

設定する内容は 

田 ３筆 ５，３３４㎡ となっております。 

その他の内容につきましては記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願いし

ます。 

説明は以上です。 

 

議 長   

はい、ありがとうございました。ただいま農政水産課の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

 

議 長   

ありませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 
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議 長   

質疑もありませんので採決をいたします。 

  議案第４号、農用地利用集積計画、神埼町新規分の、受付番号６番は、原案のとおり

決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

議 長   

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

  よって、神埼町新規分の受付番号６番については、原案のとおり決定されました。 

 

議 長 

○○番○○委員さんは次の案件についても議事参与の制限を受けられますので、退室

のままでお願いいたします。 

 

（○○番○○委員退室のまま） 

 

議 長 

次に４ページをお開き頂きたいと思います。 

神埼町の再設定分の４ページの受付番号２番を審議いたしますが、○○番○○委員さ

ん、○○番○○委員さんが議事参与の制限を受けられますので、退室をお願いいたしま

す。 

 

（○○番○○委員、○○番○○委員退室） 

 

議 長 

それでは、神埼町再設定分の受付番号２番について、提案者である農政水産課から説

明をお願いいたします。 

 

農政水産課  

【議案第４号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

 

議案書の４ページの 神埼町 再設定 ２番の申し出について説明します。 

設定する内容は、田 １筆 １，４１８㎡ となっております。 

その他の内容につきましては記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願いし

ます。  
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説明は以上です。 

 

議 長   

はい、ありがとうございました。ただいま農政水産課の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

 

議 長   

ありませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長   

質疑もありませんので採決をいたします。 

  議案第４号、農用地利用集積計画、神埼町再設定分の受付番号２番について、原案の

とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

議 長   

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

  よって、神埼町再設定分の受付番号２番については、原案のとおり決定されました。 

 

議 長 

それでは、○○番○○委員さん、○○番○○委員さん、○○番○○委員さんは入室を

お願いいたします。 

 

（○○番○○委員、○○番○○委員、○○番○○委員入室） 

 

議 長 

千代田町新規分の８ページの受付番号３４番を審議いたしますが、○○番○○委員さ

んが議事参与の制限を受けられますので、退室をお願いいたします。 

 

（○○番○○委員退室） 

 

議 長 

それでは、千代田新規分の受付番号３４番について、提案者である農政水産課から説

明をお願いいたします。 
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農政水産課  

【議案第４号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

 

議案書の８ページの 千代田町 新規 ３４番の申し出について説明します。 

設定する内容は、田 ３筆 １３，０５７㎡ となっております。 

その他の内容につきましては記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願いし

ます。 

説明は以上です。 

 

議 長   

はい、ありがとうございました。ただいま農政水産課の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

 

議 長   

何かご質疑ありませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長   

質疑もありませんので採決をいたします。 

  議案第４号、農用地利用集積計画、千代田町の新規分、受付番号３４番について、原

案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

議 長   

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

  よって、千代田町の新規分の受付番号３４番については、原案のとおり決定されまし

た。 

 

議 長 

それでは、○○番○○委員さんは入室をお願いいたします。 

 

（○○番○○委員入室） 
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議 長 

次に、議案第４号、農用地利用集積計画、神埼町の新規分の２ページの受付番号１番

から３ページの受付番号１７番までを一括して審議をいたします。 

 農政水産課からの説明をお願いいたします。 

 

農政水産課 

【議案第４号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

 

議案書の２ページの 神埼町 新規 １番から３ページの１７番の申し出について説

明します。 

設定する内容は、先ほどの審議分と合わせまして 

田     ３７筆    ７５，６０６㎡ 

畑      ４筆     ７，２６１㎡ 

計     ４１筆    ８２，８６７㎡ となっております。 

その他の内容につきましては記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願いし

ます。 

説明は以上です。 

 

議 長   

ありがとうございました。農政水産課の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

 

議 長   

ありませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長   

質疑もありませんので採決をいたします。 

議案第４号、神埼町の新規分の農用地利用集積計画について、原案のとおり決定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

議 長   

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

  よって、本案は原案のとおり決定されました。 
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議 長 

次に、議案第４号、農用地利用集積計画、神埼町の再設定分の４ページの受付番号１

番から５ページの受付番号１４番までを一括して審議をいたします。 

  農政水産課からの説明をお願いいたします。 

 

農政水産課 

【議案第４号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

 

議案書の４ページの 神埼町 再設定 １番から５ページの１４番の申し出について

説明します。 

設定する内容は、先ほどの審議分と合わせまして 

田    ３４筆    ７８，５９９   ㎡ 

畑     ３筆     ２，２０３.２４㎡ 

計    ３７筆    ８０，８０２.２４㎡ となっております。 

その他の内容につきましては記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願いし

ます。 

説明は以上です。 

 

議 長   

はい、ありがとうございます。農政水産課の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

 

議 長   

ありませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長   

質疑もありませんので採決をいたします。 

  議案第４号、神埼町の再設定分の農用地利用集積計画について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

議 長   

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

よって、本案は原案のとおり決定されました。 
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議 長 

次に、議案第４号、農用地利用集積計画、千代田町の新規分の６ページの受付番号１

番から１１ページの受付番号６０番までを一括して審議をいたします。 

 農政水産課からの説明をお願いいたします。 

 

農政水産課 

【議案第４号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

 

議案書の６ページの 千代田町 新規 １番から１１ページの６０番の申し出につい

て説明します。 

設定する内容は、先ほどの審議分と合わせまして 

田  １７７筆   ４６９，０５２   ㎡ 

畑    ４筆       ９３０.９５㎡ 

計  １８１筆   ４６９，９８２.９５㎡ となっております。 

その他の内容につきましては記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願いし

ます。 

説明は以上です。 

 

議 長   

はい、ありがとうございました。農政水産課の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

 

議 長   

何かありませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長   

質疑もありませんので採決をいたします。 

  議案第４号、千代田町の新規分の農用地利用集積計画について、原案のとおり決定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

 

議 長   

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

  よって、本案は原案のとおり決定されました。 
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議 長 

次に、議案第４号、農用地利用集積計画、千代田町の再設定分の１２ページの受付番

号１番から１５ページの受付番号４０番までを一括して審議をいたします。 

 農政水産課から説明をお願いいたします。 

 

農政水産課  

【議案第４号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

 

説明の前に、訂正箇所の説明をいたします。 

総括表の１ページの千代田町の新規分の計のところで、畑の４筆の面積を、９３１㎡

と記載していますが、９３０．９５㎡に訂正をお願いいたします、また、合計の畑の筆

数の７筆を１１筆に、合計の計の筆数の３７４筆を３７８筆に訂正をお願いいたします。 

それでは、説明に移ります 

議案書の１２ページの 千代田町 再設定 １番から１５ページの４０番までの申し

出について説明します。 

設定する内容は、田 １１９筆   ３４１，９６８.９０㎡ となっております。 

その他の内容につきましては記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願いし

ます。 

説明は以上です。 

 

議 長   

はい、ありがとうございました。農政水産課の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

 

議 長   

ありませんでしょうか。 

（質疑なしの声あり） 

 

議 長   

質疑もありませんので採決をいたします。 

  議案第４号、千代田町の再設定分の農用地利用集積計画について、原案のとおり決定

することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長   

はい、ありがとうございます。全員賛成であります。 

  よって、本案は原案のとおり決定されました。 

 

議 長   

以上で議案第４号、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用

集積計画について、利用権設定関係の審議を終わります。 

農政水産課の皆さん、大変ご苦労さまでした。 

 

（農政水産課退室） 

 

議 長 

次に、別冊の報告第１号の１ページから３ページをお開き頂きたいと思います。 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について を議題といた

します。 

事務局から、１ページの受付番号１番から３ページの受付番号９番までを一括して報

告をお願いいたします。 

 

事務局 

【報告第１号、受付番号１番から受付番号９番までを議案書を基に朗読後、説明】 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について 

農地法第１８条第１項、ただし書き１号から６号に該当する場合は、農業委員会に通

知しなければならないとなっておりますので、通知の提出がありましたものについて報

告します。 

  １ページから３ページに記載しております、受付番号１番から 

９番につきましては、経営基盤強化促進法による賃貸借契約の合意解約となっておりま

すので、お目通しをお願いします。 

以上です。 

 

議 長 

はい、ありがとうございます。 

報告第１号、農地法第１８条第６項の規定による通知の確認については、只今事務局

からの報告のとおりでございます。 
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議 長 

次に、別冊の報告第２号の１ページをお開き頂きたいと思います。 

報告第２号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定による農用

地利用配分計画の認可に関する報告（農用地利用配分計画関係）についてを議題といた

します。 

事務局から、１ページの総括表の説明をお願いいたします。 

 

事務局 

【報告第２号、総括表を基に朗読後、説明】 

報告第２号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定による農用

地利用配分計画の認可に関する報告（農用地利用配分計画関係）について 

佐賀県農業公社へ貸付られた農地について農地中間管理事業の推進に関する法律第１

８条第１項の規定により認可され、認可通知がきたものについて報告します。 

１ページの農用地利用配分計画関係総括表により報告します。 

左から町名、認可年月日、利用権の設定を受ける者、利用権の設定をする者、利用権

の設定地目、筆数、面積となっておりますので、お目通しをお願いします。 

千代田町 計１件  田 ８３筆  １９５，０５４㎡ 

神埼市  計１件  田 ８３筆  １９５，０５４㎡ となっております。   

  報告は以上です。 

 

議 長 

はい、ありがとうございます。 

報告第２号、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定による農用

地利用配分計画の認可に関する報告（農用地利用配分計画関係）については、只今事務

局からの報告のとおりでございます。 

 

議 長 

以上で本総会に付議された議案の審議は、すべて終了いたしました。 

これをもちまして、平成２７年第１２回神埼市農業委員会総会を閉会いたします。 

大変、ありがとうございました。 

 

 

１０時３０分 閉会 
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神埼市農業委員会会議規則第２１条第３項の規程によりここに署名する。 

 

 

 平成２７年１２月１日 

 

              神埼市農業委員会 

 

会     長                 

 

３２番 委員                 

 

３３番 委員                 

 


